
第１ 研究会の設置の経緯及び協議の経過等

１ 設置の経緯

昨今の我が国の社会経済の多様化，高度化に伴い裁判所に持ち込まれる紛争は複雑，困

難性を増し，また，解決のために専門的知識を要するものも増加している。このような状況の

下において，裁判官がその職責を適切に果たしていくためには，これまで以上に高い資質の

確保に努めるとともに，裁判官に対する国民の信頼を一層確かなものにすることが求められ

ている。

内閣の下に設置された司法制度改革審議会は，平成１３年６月１２日，約２年間にわたる調

査審議の結果に基づき，司法制度の改革について意見をとりまとめて内閣に提出した。それ

を受けて，司法制度改革推進法が制定され，内閣においては，司法制度改革推進本部を設

置し，平成１４年３月１９日には，司法制度改革推進計画を閣議決定した。また，最高裁判所

も，同月２０日には，司法制度改革推進計画要綱を策定した。

ところで，今回の審議会意見では，裁判官の人事評価について，裁判官の独立性に対する

国民の信頼感を高める観点から，裁判官の独立の保持にも十分配慮しつつ，評価権者及び

評価基準を明確化・透明化し，評価のための判断資料を充実・明確化し，評価内容の本人開

示と本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど，可能な限り透明性・客観性を確保す

るための仕組みを整備すべきであるとされている。この点について，最高裁判所は，司法制

度改革審議会の審議の中で，人事の透明性の要請が社会一般における最近の流れである

との認識の上に立って，諸外国の制度等も参考にしながら，裁判官の人事評価制度につい

て検討を進めたいとの考え方を明らかにした。従来，裁判官の人事評価は，内部の運用とし

て行われてきたため，裁判官や国民の目から見て分かりにくいものとなっていたことは否めな

いところであり，今後裁判官が国民の負託に応えていくためには，人事評価についても透明

性・客観性を確保することが肝要である。以上の経緯を踏まえて，最高裁判所は，人事評価

制度の整備に取り組むこととした。

もとより，裁判官の人事評価制度は，裁判官の人事制度の根幹に関わり，裁判所及び司法

制度全般にも大きな影響を及ぼす問題である。したがって，その整備に当たっては，裁判官

の職務の特性や裁判実務の実情を十分踏まえつつ，裁判官の資質を高め，国民の裁判官

に対する信頼を高めるためには，どのような観点から裁判官の仕事振りを評価し，どのような

手順や方法で評価を実施することが適切かといった点について，大所高所から，しかも裁判

所内部の視点にとどまらない形で，多角的，総合的に議論，検討を進めることが望ましいと考

えられる。

当研究会は，このような問題意識の下に，裁判官の人事評価の在り方全般について調査，

検討することを目的として，裁判所外部の委員５名と高等裁判所，地方裁判所の裁判官各１

名の委員の参加を得て，最高裁判所事務総局に設置されたものである（資料１・「裁判官の

人事評価の在り方に関する研究会委員名簿」参照）。



２ 協議の経過（資料２・「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会の協議の経過」参照）

当研究会は，平成１３年９月７日に第１回を開催し，調査・研究の期間を１年間程度と予定し

て，概ね月２回の頻度で検討を進め，平成１４年夏を目途に協議の結果を書面に取りまとめ

て公表するとの方針を決定した。

平成１３年１２月４日に開催された第６回までの研究会において，裁判官の人事評価制度の

現状と課題，諸外国の裁判官の人事制度及びその下における評価制度について幹事等から

説明や報告を受け，公務部門・民間部門における人事評価制度の実情について有識者から

ヒアリングをするとともに，第一線の裁判官から意見聴取を行うほか，全国の高等裁判所で

実施された意見交換会における意見や最高裁判所事務総局に直接送付された裁判官の意

見を参考にしながら（以下において，「裁判官の意見」として引用する意見は，これらの意見を

指す。），協議を進めた。そして，同月１７日に開催された第７回研究会において，それまでの

協議に基づき，協議，研究の対象とすべき論点を整理した（資料３・「裁判官の人事評価の在

り方に関する論点の整理」参照）。

平成１４年１月１６日の第８回研究会以降，論点整理に掲げられた個別的な論点項目につい

て，順次協議を進めた。評価項目・評価書面の在り方，評価者，本人の意向を汲み取る方法，

裁判所外部の見方に配慮する方法，本人開示・不服がある場合の手続といった論点項目に

ついては，制度の具体的な姿を想定しながら議論することが適当と考えられたため，一部の

委員からなる作業部会において検討用のたたき台を作成した上で，それをもとに研究会で協

議を行うなどした。

本報告書は，以上のような協議の経過を経て，同年７月１６日に開催された第２０回研究会に

おいて，これまでの研究会での協議の結果を，当研究会報告として取りまとめたものである。

なお，今般の司法制度改革の諸課題に取り組むに当たっては，裁判所に対する国民の信頼

感を高めるという改革の趣旨から，検討過程を国民に分かりやすいものとすることが求めら

れている。このような状況にかんがみ，当研究会においては，委員の協議により，各回の協

議内容を記載した書面を公開するとともに，配付資料についても，プライバシー保護等の観

点から問題があるものを除いて基本的に公開し，さらに研究会の最終的な検討結果を取りま

とめた書面も公開するとの方針を採用した。また，こうした協議内容を記載した書面及び配付

資料を，最高裁判所のインターネット・ホームページ（ホームページ・アドレス

http://www.courts.go.jp/）に掲載することとし，その司法制度改革コーナーに掲載して，適宜

参照の用に供した。

３ 司法制度改革審議会意見の指摘事項

当研究会においては，審議会意見の指摘事項を踏まえながら検討を進めたところである。そ

こで，以下，審議会意見中の裁判官の人事評価に関する部分を引用しておくこととする。



○ 裁判官の人事評価について、評価権者及び評価基準を明確化・透明化し，

評価のための判断資料を充実・明確化し，評価内容の本人開示と本人に不服が

ある場合の適切な手続きを設けるなど，可能な限り透明性・客観性を確保するた

めの仕組みを整備すべきである。

現行制度においては，下級裁判所の裁判官の人事は，最高裁判所の行う司法行政事務の

一環として，同裁判所の裁判官会議により決することとされているが，その前提となる人事評

価については透明性・客観性において必ずしも十分ではないとの指摘もある。こうした現状を

見直し，裁判官の独立性に対する国民の信頼感を高める観点から，裁判官の独立（外部的

独立及び内部的独立の双方を含む。）の保持にも十分配慮しつつ，裁判官の人事評価につ

いて，評価権者及び評価基準を明確化・透明化し，評価のための判断資料を充実・明確化し，

評価内容の本人開示と本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど，可能な限り透明

性・客観性を確保するための仕組みを整備すべきである。仕組みの整備に当たっては，次の

諸点に留意すべきである。

・ 最終的な評価は，最高裁判所の裁判官会議によりなされることを前提として，第一次的な

評価権者を明確化すべきである。

・ 評価基準については，例えば，事件処理能力，法律知識，指導能力，倫理性，柔軟性など，

具体的かつ客観的な評価項目を明確に定めるとともに，これを公表すべきである。

・ 評価に当たっては，例えば自己評価書を作成させるなど，本人の意向を汲み取る適切な

方法，更に，裁判所内部のみではなく裁判所外部の見方に配慮しうるような適切な方法を検

討すべきである。

・ 評価の内容及び理由等については，評価対象者本人の請求に応じ，評価対象者本人に

対して開示すべきである。

・ 評価内容等に関して評価対象者本人に不服がある場合について，適切な手続を設けるべ

きである。


